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序　文

時下、ますますご清祥のことと存じます。
　ＳＪＣ（ソウル・ジャパン・クラブ）は、昨日、韓国政府に対し、「事業環境の改善に向けたＳＪＣ建議事項」を提出しました。１９９８年以降累次にわたり建議してきた内容の中には改善が困難な内容も含まれておりましたが、韓国政府においてはこれらを真剣に受け止め、いくつかの点で改善がなされ一定の成果を上げてきたと評価しております。

一方、こうした政策提言を検討する過程で、韓国側だけではなく、日本側にも改善をお願いすべき内容があることを認識するに至りました。韓国における事業環境を改善するためには、韓国人が日本と交流する際の規制を緩和し、日本に対する理解を深めてもらうことも重要と考えます。

　２００５年は、日韓国交正常化４０周年の年であり、日韓間の経済連携をより一層向上させる節目の年として、ソウル・ジャパン・クラブから日本政府に対し、８項目の要望事項を提出させていただくことといたしました。これらの事項の改善により、日韓相互の経済交流が一層活発化・深化することを願っております。

なお、本要望事項の中には、韓国在住日本人の問題にとどまらず、海外に居住する日本人に共通すると思われる改善事項も含まれています。決して網羅的なものではありませんが、私どもの要望事項につき是非ご検討いただき、前向きにご対応くださいますよう、お願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００５年１１月１日

ソウル ジャパン クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　高　杉　暢　也
１．日韓FTA交渉の早期再開について（新規）

２００３年１２月に開始された日韓ＦＴＡ交渉は２００４年１１月以降交渉が中断している。日韓ＦＴＡ交渉が停滞している一方、日韓ＦＴＡとほぼ同時期に交渉が開始されたフィリピンやマレーシア、タイとの交渉はすでに政府間の大筋合意が発表されている。また、２００５年４月からは日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携交渉が、２００５年７月からは日・インドネシア経済連携協定交渉が開始された。

このような状況のもと、日韓両国首脳間で了解されていた２００５年末までの実質的合意達成が現実的に困難な状況となってきている。

しかし、交渉を再開しなければ、日韓間で対立する課題も解決の端緒を掴むことができないため、何よりも政府間交渉の早期再開を実現願いたい。　　

２．滞在ビザ発給に関する相談窓口の状況について（新規）

韓国の出入国管理事務所の窓口で、日本人企業関係者やその家族が滞在ビザ発給を申請する際に、在留期間やstatusの判断根拠に関して、窓口担当者から明確な説明がない場合や不合理な説明を受ける場合があるが、そのような場合に個別審査案件の判断根拠について納得のいく説明を受けることができる適当な相談窓口がない。

日本に滞在する外国人（韓国人を含む）企業関係者やその家族についても日本の入国管理局窓口において同様の状況が発生するものと思われるが、日本においては、個別審査案件の判断根拠等に関する申請者からの説明要請に対し、具体的に誰がどのように対応されているのか、ご説明願いたい。

なお、インターネット利用による入国管理局メール相談サービスでは、個別の申請案件に係る審査状況，処分結果等に関する問合わせは対象としない旨、同局ホームページに説明がある。

また、日本政府の相談窓口サービスであるOTO（Office of Trade and Investment Ombudsman:市場開放問題苦情処理体制）では、1981年の制度導入から24年間で個別苦情は668件、問題提起は383件（計1051件）。うち、法務省案件は9件との説明が内閣府のホームページに記載されているが、個別のビザ申請案件に係る処分結果等に関する問合わせにはなじまないものと思われる。

３．地方国際空港におけるチェックイン、セキュリティ審査、出国審査の適切な業務連携・運営時間の確保（新規）
日本の地方国際空港においては、航空会社のチェックインが出発時刻の２時間前から開始されても、セキュリティ審査や出国審査の開始が出発時刻の１時間前とか３０分前にならないと始まらないことがあるため、空港に早めに出かけてチェックインを行っても、搭乗待合室に移動できず、空港内で居場所がない状況が発生する。

国際空港における航空会社のチェックイン、セキュリティ審査、出国審査の各業務については、２時間前のチェックインを行うのであれば、セキュリティ審査や出国審査もそれに連動して業務を行うことを実現願いたく、関係機関相互間の密接な連携を確保してほしい。

４．国際空港入国審査窓口（外国人カウンター）での混雑解消（継続）

日本の入国審査窓口は、日本人用と外国人用に明確に分離されている。

日本人の１人当たり入国審査時間に比べ、外国人の１人当たり入国審査時間は長く、日本人の入国審査窓口の行列が解消しても外国人の入国審査窓口の行列に多数の外国人が並んでいる状況が日本の多くの空港で見られる。

本年２月に開港したばかりの中部国際空港においても同様である。

日本人の審査業務が終了したら、当該窓口担当者が外国人の入国審査業務を行う等、外国人の待ち時間を極力短縮することが強く望まれる。

韓国や中国の国際空港では、自国民の入国審査が終了した窓口に係官が外国人を誘導することが日常的に実施されている。日本の空港において審査が終了した日本人向け審査窓口に外国人の誘導が行われず、外国人の待ち時間が短縮されないことは、外国人の日本に対する印象を悪くしており、早急に改善願いたい。

なお、特に成田空港のラッシュ時においては、日本人カウンターも混雑が激しく、入国審査係官の増員や適正配置を検討願いたい。

また、昨年度の要望に対する日本政府からの回答に、２００４年８月の台湾におけるプレクリアランス審査試験実施について言及があったが、日韓間においてプレクリアランス制度が導入されれば、入国審査関連業務の効率化に大きな効果が期待されるところ、今後の導入方針についてご説明願いたい。
５．在韓国日本大使館公報文化院の図書室資料の充実（継続）

　　在韓国日本大使館公報文化院は、日本の書籍・ＣＤ等を所蔵し、日本文化に関心をもつ韓国人等に閲覧サービスを提供している。

公報文化院は、日韓関係がまだ厳しかった７０年代から公に日本文化に触れることができる場所として運営されてきた長い歴史があり、現在所蔵されている書籍及び資料類の中には、ページの欠落や書き込みなどで傷んだものも多いが、現在では一般には入手が困難な貴重なものが多く残されている。

　公報文化院図書室は、韓国人に日本について理解してもらうよい機会を提供できる施設であることを認識し、蔵書や資料類の質的・量的向上を今後とも図っていただきたい。

一方、韓国における日本の大衆文化開放や社会の国際化・情報化の進展により、韓国人が日本文化に様々な形で接することができるようになった現在の状況を鑑み、公報文化院利用者の利便性向上を検討願いたく、具体的には貸し出し登録手続きの簡素化・円滑化、新しい図書の寄付受け入れ等による蔵書の充実に関する対策を検討願いたい。

６．在外公館における運転免許更新手続きの便宜について（継続）

　　昨年度の要望に対し、日本政府からは「運転免許証の更新にあたっては、道路交通法により各都道府県公安委員会が更新を受けようとする者ごとに個別に更新の可否について検査（適性検査）を行うとともに、交通安全教育（更新時講習等）を実施しているところであり、これらを在外公館において行うことは、実施体制確保等の問題があり困難である」との回答があった。

　　しかしながら、各市町村選挙管理委員会が実施する国会議員選挙においては、在外公館において在外選挙制度が導入されており、各都道府県公安委員会が実施する案件であることを理由に実施体制確保等の問題を指摘することは了解できない。

また、適性検査として視力検査を実施することや更新時講習として映像教材の視聴を行うことは在外公館においても対応可能であり、在外公館における更新対象者を無事故・無違反の優良ドライバーに限定すること、随時対応ではなく週１～２回程度で時間を限定して実施すること等の工夫を行うことで在外公館における運転免許更新手続きの実施は可能であるものと思われる。

運転免許証は日本国民の多くが保有している資格であり身分証明書としての利用も多い。海外に長期滞在する日本人が増加している今日、旅券と同様、運転免許証についても、在外公館（大使館・総領事館）における更新が可能となることが強く望まれる。

７．韓国人の日本入国短期査証撤廃等（継続）
韓国人に対しては、２００４年７月２１日の日韓首脳会談において、小泉総理から、日韓二国間関係の発展と人的交流の促進、愛知万博の成功という観点から、同万博実施時期に合わせて２００５年３月初めより同年９月末日まで期間限定の短期査証免除が実施された。

日本政府は、この期間限定短期査証免除の結果を踏まえ、引き続き、２００５年１０月１日以降、２００６年２月２８日までの期間に、９０日以内の短期滞在を目的として日本に入国することを希望する韓国人に対し、査証を取得することなく入国を認める措置を継続することを９月２９日に発表した。

しかしながら、愛知万博期間中、韓国と同様に期間限定の短期査証免除が実施された台湾については、その後短期査証免除措置が恒久化された。
２００５年８月から、羽田・金浦間シャトル便の運航本数が４本／日から８本／日地に倍増する等利便性が大きく向上した。

日韓両国民の更なる交流促進には、韓国人に対する恒久的な短期査証免除措置が必要であり、是非実現願いたい。

８．国民健康保険の外国人勤労者の加入義務化（新規）

２００５年６月に韓国国会を通過した国民健康保険法の一部改正法案によると、第９３条（外国人などに対する特例）第２項によりこれまで外国人は任意加入の対象であったが、「国内に在留している在外国民又は外国人として大統領令の定める者は、第５条の規定にかかわらずこの法の適用を受ける。」となっており、強制加入の対象に変更された。
また、大統領令で定める対象として、２００５年１０月１１日に、「職場加入者適用事業場に勤務する者」かつ「外国人登録をした者」（施行令第６４条）と定めることが立法予告された。

　日本から韓国に赴任している者の中には、日本の会社との雇用関係を保ちつつ赴任している者が多く、日本の健康保険制度では、その居住地にかかわらず日本国内の健康保険適用事業所との雇用関係が続く限り被保険者の資格は喪失しないため、日本の健康保険に加入している。また、韓国内の療養についても、日本国内と同等の療養費が支給される制度を利用することができる。

今回の法改正によって外国人が一律的に強制加入になると、これまで日本の制度によって韓国での療養費も賄われていた者までも、韓国の国民健康保険の保険料を追加的に支払わなくてはならなくなる。

このような二重払いを防ぐため、大統領令において、「韓国の国民健康保険以外の健康保険に加入しており、かつ韓国国内での療養についても当該保険の給付の対象になっている場合は、韓国の国民健康保険の加入を免除する。」という特例を設けていただきたい旨を、上記大統領令のパブリックコメント及び韓国政府に対する建議事項においてソウル・ジャパン・クラブから要望したところである。

韓国政府に対する本件要望に関し、日本政府のご理解とご支援をお願いしたい。

以上

